
～ つくった「かお」をつなげると、世界で一つのアニメーションができあがる ～

図書館の本を譲ります図書館の本を譲ります

　タブレットを使ってアニメーションをつくります。
■日　時　6月21日（土）午前10時～午前11時（受付時間：午前9時50分～）
■場　所　卯ノ山児童館　遊戯室
■対　象　町内在住の小学生20人（先着順）　※ 保護者の参加・観覧はできません。
■持ち物　飲み物（水筒）、タオル
■申込方法　卯ノ山児童館に電話または直接窓口で申し込みください。
■申込期間　6月5日（木）～１７日（火）　※ 閉館日を除く
■その他　当日の午前中は、遊戯室とフリースペースの一般利用はできません。
■申し込み・問い合わせ先　卯ノ山児童館　☎（48）4430

　現況届の提出は原則不要となりましたが、以下に該当する方は、6月1日における状況を記載した現況届の提出が必
要です。該当する方に、現況届を郵送しますので、期間内に提出してください。該当する方で、現況届が届かない場合は
問い合わせください。
■対　象
・法人である未成年後見人、施設等受給者（里親を含む）
・6月1日時点で離婚協議中であり、配偶者と別居している受給者
・配偶者からの暴力などにより避難し、別の市町村に住民票を置いたまま阿久比町で手当を受給している受給者
・支給対象児童の戸籍および住民票がない受給者
・大学生年代（22歳に到達する日以後の最初の3月31日）までの子を3人以上養育しており、大学生年代の子が学
生ではない受給者
※ 今年の3月に短期大学や専門学校、高等学校等を卒業し、大学生年代の子が学生ではない方で、今年の4月頃に
額改定認定請求書および監護相当・生計費の負担についての確認書を提出した場合も改めて提出が必要です。

・その他、町から提出の案内があった方
■提出期間　6月2日（月）～30日（月）
■提出方法　郵送または児童保育課⑨窓口へ提出してください。（窓口へ提出する場合は、開庁時間内にお越しく

ださい。)
■その他、各種届出についてのお願い
次の変更事項があった場合は速やかに届け出てください。
・児童を養育しなくなったなど、支給対象児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童、児童の兄姉などの住所や氏名が変わったとき
・受給者が離婚したとき、または配偶者を有するに至ったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者が公務員となったとき、または公務員でなくなったとき
・児童が児童養護施設等に入所したとき、または退所したとき
・その他、手当に係る事項について変更があったとき
■問い合わせ先　児童保育課児童支援係　☎（４８）１１１１（内１１２４）

ゆめたま号がやってくる！

児童手当現況届の提出について

広報あぐい　2025.6.1
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